
 

利用者様からの共済事業にかかるお申し出に対する対応について 

 

［ＪＡ共済の苦情対応の標準的な流れ］                                

 

１．ＪＡ共済では、利用者様からの共済事業にかかる相談・苦情等については、先ずご加入先の組合の本支店(所)で受け付けます。ま

た、ＪＡ共済連全国本部・県本部の各部署でも受け付け、当該相談・苦情等にかかる業務を担当する相談・苦情等対応担当者が対

応します。 

 

２．相談・苦情等の申し出があった場合、ＪＡ共済は、これを誠実に受け付け、当該相談・苦情等にかかる事情・事実関係等を調査す

るとともに、必要に応じてＪＡ共済連全国本部・県本部各部署およびご加入先の組合と連携を図り、相談・苦情等の迅速な解決に

努めます。 

 

３．ＪＡ共済は、利用者様からの相談・苦情等の受付・対応にあたっては、ご加入先の組合とも連携し、迅速かつ適切に対応するとと

もに、申し出内容・事情等を充分聞き取り、できるだけ利用者様の理解と納得を得て解決することを目指します。 

 

４．利用者様のご納得のいく解決に至らない場合は、ご加入先の組合を通じて、利用者様に対して適切な外部機関を紹介するととも

に、その標準的な手続の概要等の情報を提供します。 

 

５．ＪＡ共済は、外部機関の手続を遵守しその結果について尊重します。 

 

［ＪＡ共済連の苦情等対応要領の概要］                                    全国共済農業協同組合連合会 

 

１．利用者様からの共済事業にかかる相談・苦情等については、本会全国本部・県本部の各部署で受け付けます。 
 

２．利用者様からの相談・苦情等の受付・対応にあたっては、公正、迅速、誠実に対応するとともに、利用者様から申し出内容・事情等を充分聞き 
取る等により、利用者様の正当な権利を損なうことのないよう注意し、可能な限り利用者様の理解と納得を得て解決することを目指します。 

 
３．本会は、相談・苦情等の申し出があった場合、これを誠実に受け付け、必要に応じて受付内容の事実関係の調査を行います。 

 
４．利用者様のご納得のいく解決に至らない場合は、利用者様に対して適切な外部機関を紹介するとともに、その標準的な手続の概要等の情報を提供します。 
 
５．本会は、外部機関が定める規程を遵守し、その解決案を尊重します。 

 

［ＪＡ共済相談受付センターが苦情を受け付けた場合の標準的な手続の流れ］ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）ＪＡ共済連が組合へ対応依頼を行わず自ら相談・苦情等対応を行う場合は上記「組合へ対応依頼」を省略し、以降の「組合」を「ＪＡ共済連」と

読み替えます。                                       

令和６年１月 

利用者様のご納得のいく解決に至らない場合は、下記

の中立的な外部機関を紹介します。 

① 一般社団法人 日本共済協会 共済相談所 

② 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構 

③ 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター 

④ 公益財団法人 交通事故紛争処理センター 

⑤ 日本弁護士連合会 弁護士費用保険ＡＤＲ 

＜ご連絡先＞ 

＊ご加入先の組合のＪＡ共済相談・苦情等受付窓口 

  ＪＡ共済のホームページまたはご加入先の組合の窓口にご確認 

ください。 

＊ＪＡ共済相談受付センター（ＪＡ共済連 全国本部） 

連絡先： ０１２０－５３６－０９３ 

連絡先： ０１２０－１６７－１００（ご高齢者専用ダイヤル） 
 「ご高齢者専用ダイヤル」とは、直接オペレーターにつながり、ご高齢の方にも、 

よりわかりやすく、丁寧に応対させていただく番号サービスです。 

申 し 出 

公正・迅速・誠実な対応 

※ 組合は外部機関における手続中も、利用

者様に、必要に応じて資料の提供や説明

を行います。 
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※ 内容や状況により、訴訟による解決となる

場合があります。 
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